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岐阜県健康福祉部障害福祉課長  

 

令和５年度岐阜県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサ

ービス継続支援事業費補助金に係る申請受付の開始について 

 

平素より、県の障がい福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、県では、指定障害福祉サービス等事業者が新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生

した場合において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を

通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう、下記のとおり予算の範囲内で補

助金を交付します。 

関係事業者様におかれましては、下記事業への該当及び別添「岐阜県新型コロナウイルス感染

症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱」（以下、「交

付要綱）とする。）を確認のうえ、申請される場合は期日までにご申請いただきますようお願いい

たします。 

 

記 

 

１ 補助事業の概要 

 〇事 業 名：岐阜県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサー

ビス継続支援事業費補助金 

 〇内 容：令和５年４月１日以降に新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合に

おいて、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工

夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供するために係る経費等を

補助 

       ※対象経費及び基準単価は、交付要綱中の付表またはホームページ内の基準額一

覧を確認してください。 

       ※昨年度中に経費が発生し、やむを得ない理由によって昨年度の補助金交付申請

に間に合わなかった場合も対象となりますので、担当までご連絡ください。 

        

 〇補助対象事業： 

  １ 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援 

    （１）利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所（職員に



感染者と接触があった者（感染者と同居している場合に限る。）が発生し、職員が

不足した施設・事業所を含む。）がサービスを継続して提供するために実施する事

業 

    （２）短期入所サービス事業所、障害者支援施設等（※１）及び訪問系サービス事業所 

（※２）において実施する感染者と接触があった者への対応 

    （３）障害者支援施設及び共同生活援助事業所において感染等の疑いのある利用者又は

職員に対し、一定の要件（別添）のもと、自費で実施する検査（（１）及び（２）

の場合を除く。） 

    （４）（１）以外の通所系サービス事業所（※３）であって、当該事業所の職員により、

利用者の居宅等において提供するできる限りのサービス（知事が認めるものに限

る。） 

    

  ２ 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援 

    （１）１の（１）に該当する施設・事業所に対して行う利用者の受入れ等の協力 

（２）感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等

事業を行う事業所に対して行う利用者の受入れ等の協力 

  

（※１）障害者支援施設、共同生活援助事業所、福祉型障害児入所施設又は医療型障害児

入所施設 

（※２）居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、

居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援の事業を行う事業所 

（※３）療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、医療型児童発達支援又は

放課後等デイサービスの事業を行う事業所 

 

〇事業期間：令和５年４月１日から令和６年３月３１日 

〇事 業 費：補助率 １０／１０ 

 〇補 助 額：補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を引いた額と基準額とを比

較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額 

       ※上記の基準額に関わらず、交付額は県予算額の範囲内の額となりますので、ご

了承願います。 

       ※なお、障害福祉サービス等報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは、

本事業の対象となりません。 

 

２ 申請方法 

県ホームページに掲載する交付申請書に必要事項を入力の上、下記のオンライン申請フォー

ムより届出を行ってください。交付申請書の作成にあたっては、別添「申請書の作成に係る注

意点」を合わせてご確認ください。 

なお、今後様式が変更となる場合がありますのでご承知おきください。 

 

＜県ホームページ＞ 

URL: https://www.pref.gifu.lg.jp/page/235389.html 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/235389.html


 

 ＜オンライン申請フォーム＞ 

https://logoform.jp/form/T8mB/294381 

 

※補助金の交付申請は、予算の範囲内で先着順で受け付けます。 

※受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。 

 ※電子申請フォームが利用できない場合は、必ず簡易書留、特定記録など配達されたことが確

認できる方法によって郵送してください。 

（郵送先）〒５００－８５７０ 岐阜県岐阜市薮田南２－１－１ 

       岐阜県障害福祉課事業所指導係 

 ※封筒表紙に【岐阜県障害福祉サービス継続支援事業費補助金申請書類在中】と朱書き 

 

３ 受付期間 

  以下のとおり経費の発生した時期を定めたうえ申請を受け付けます。   

補助対象経費の発生時期 受付期日 

令和５年４月 1月（土）～ 

令和５年１０月３１日（火） 

令和５年１１月１３日（月）～ 

令和５年１２月２６日（火）まで 

 

４ 留意事項 

 ・対象経費や申請手続等については、別添の厚生労働省Ｑ＆Ａおよび県ホームページを確認の

うえ、申請願います。 

・消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除いて算出してください。 

・補助金交付後に事業所から県へ提出いただく「実績報告書」の提出時に、補助対象経費の支

出根拠となる支払い明細が分かる資料（領収書、給与明細書、伝票等）が必要となりますの

でご注意ください。 

・助成額に 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 

 なお、複数の補助項目にて補助申請する場合は、各補助項目にて 1,000円未満を切り捨てて

ください。 

※全ての助成額を合計後に 1,000円未満を切り捨てるものではありません。 

 

〈 例 〉事業所Ａが、上記 ○補助対象事業１（２）にて 10,300円、２（２）にて 10,800円

の助成額が生じた場合。 

 

  【正】補助対象事業１（２）→ 補助対象額：10,000円 

     補助対象事業２（２）→ 補助対象額：10,000円 

     事業所合計     → 補助対象額：20,000円 

 

  【誤】補助対象事業１（２）→ 補助対象額：10,300円 

     補助対象事業２（２）→ 補助対象額：10,800円 

     事業所合計     → 補助対象額：21,000円 

 

 

各補助項目内にて 1,000円未満

を切り捨ててから、合計する。 

各補助項目の助成額合計後に、

1,000円未満を切り捨てる。 

https://logoform.jp/form/T8mB/294381
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